
令和８年度大崎市会計年度任用職員（岩出山公民館：業務員）募集要項

令和８年４月１日から任用する会計年度任用職員を下記のとおり募集します。

記

１ 職 種 会計年度任用職員（業務員）

２ 採用予定人員 １人

３ 募集対象者 普通自動車免許を有し，基本的なパソコン操作（ワード・エクセ

ル）ができる人

４ 応募資格 次のいずれにも該当しない人（地方公務員法第１６条）

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまでまたは

その執行を受けることがなくなるまでの者。

イ 大崎市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から

２年を経過しない者。

ウ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下

に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し，又はこれに加入した者。

５ 任用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

６ 勤務条件等

（１）身 分 地方公務員法（昭和２５年法律２６１号）第２２条の２に規定

する会計年度任用職員です。なお，この任用は，任期の定めのな

い職員の採用に際して，いかなる優先権をも与えるものではあ

りません。

（２）勤務場所 大崎市岩出山公民館・文化会館（大崎市岩出山字船場２１番地）

（３）勤務時間 午前９時から午後５時まで

原則 月曜日～金曜日の週５日（３５時間）

※土日祝日勤務あり（不規則勤務）

（４）業務内容 文化施設維持管理・舞台設備操作・貸館業務，舞台運営補助

（５）基本報酬 月 額 １７９，０００円～１９１，０００円

採用される方の経験年数に応じて，基本の報酬が決定されます。

その他条件に応じて通勤手当相当額，期末手当・勤勉手当（６

月・１２月）が支給されます。

市の常勤職員の給与改定に準じて，報酬及び期末手当・勤勉手

当が増額または減額となる場合があります。

（６）給与支給日 毎月２１日



（７）休 暇 等 年次有給休暇，各種特別休暇制度あり

（８）社会保険・労働保険 健康保険，厚生年金保険及び雇用保険に加入

７ 採用期日 令和８年４月１日

８ 募集期間 令和８年２月３日(火)から２月１０日(火)午後５時まで【必着】
※当日消印有効ではありません。

９ 申込方法等

（１）会計年度任用職員採用選考申込書（岩出山公民館：業務員）の請求先

採用選考申込書は，大崎市ウェブサイトからダウンロードするか，大崎市

岩出山公民館に直接請求してください。

（２）申込方法

封筒の表に「大崎市岩出山公民館 会計年度任用職員」と朱書きし，必要

事項を記入した採用選考申込書および顔写真を貼付した履歴書（Ａ４サイズ

（見開きＡ３のもの）・市販のもので可），長型３号返信用封筒（郵便番号，

住所，氏名を記入し１１０円切手を貼付したもの）を同封の上，募集期間中

に大崎市岩出山公民館へ持参するか，又は，簡易書留郵便等の確実な方法に

より郵送してください。

［注意事項］

１ 履歴書に貼付する写真は，申込前６か月以内に脱帽正面向き上半身を撮影し

た（縦４㎝，横３㎝）のもので，本人と確認できるものとします。

２ 履歴書等は返却いたしませんので，必要がある場合はあらかじめ写しを取っ

てください。

【提出先】

〒989‐6492 大崎市岩出山字船場２１番地 大崎市岩出山公民館 あて

１０ 選考試験の日時及び内容

面接試験 令和８年２月１９日（木）

※面接時間の詳細は，申込者に対して直接通知します。

※申込人数多数の場合等，上記日時以外で調整することもあります

ので予めご了承願います。

１１ 選考試験会場 大崎市岩出山公民館

１２ その他

（１）選考試験当日は受験票（後日送付）をご持参ください。

（２）申し込み後，辞退する場合は下記まで必ず連絡願います。

【問い合わせ先】 〒９８９－６４９２ 大崎市岩出山字船場２１番地

大崎市岩出山公民館 担当 副館長 髙橋 貴紀

電話０２２９－７２－０３５７

（月～金曜日 ８：３０～１７：１５）



感染症対策に関する注意事項等

大崎市会計年度任用職員（岩出山公民館：業務員）採用選考試験を受験される方は，

以下の点に注意願います。

１ 選考試験当日は，マスクの着用をお願いします。試験監督員の指示により一時的

にマスクを外していただく時以外は常に着用願います。

２ 選考試験当日の朝に検温をお願いします。発熱等の症状のある方や体調がすぐれ

ない方は，受験を控えていただきますようお願いします。なお，追試験等の特別措置

は予定しておりません。

３ 換気のため，選考試験会場の窓やドアを開けますので，室温の高低に対応できる

よう服装に留意願います。

４ 選考試験会場にはアルコール消毒液を用意します。こまめな手指の消毒をお願い

します。

５ 感染症拡大防止の観点から，会場内（駐車場も含む）における私語は控えていただ

きますようお願いします。


